
                                                          

令和５年９月 20日 

 

 

                                        

飯田市議会議長 熊谷 泰人  様 

 

産業建設委員長 福澤 克憲  

                                          

 

閉会中の継続調査申出書 

                   

 

  本委員会は、飯田市議会委員会条例第２条第２項第３号が規定する所管事項のうち、次の

事項について閉会中の継続調査を要するものと決定したので、地方自治法第 109条第８項並

びに飯田市議会会議規則第 98条第１項及び第 104条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 調査事項 

「道の駅遠山郷再整備計画」について 

 

２ 理由 

実施設計による検討が具体化される中で、委員会の議論等を深め、適時適切な対応を図る

上で閉会中になお継続調査を行う必要があるため。 

  



                                               

令和５年９月 20日 

 

 

飯田市議会議長 熊谷 泰人  様 

 

産業建設委員長 福澤 克憲  

 

                                          

所管事務調査通知書 

                   

 

 本委員会は、飯田市議会委員会条例第２条第２項第３号が規定する所管事項のうち、次

の事項について所管事務調査することを決定したので、地方自治法第 109条第２項及び飯

田市議会会議規則第 98条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

記 

 

１ 調査事項 

「道の駅遠山郷再整備計画」について 

 

２ 調査目的 

  道の駅遠山郷再整備計画に係る実施設計及び収支の見通しを明らかにし、持続可能な運営

形態について、調査、研究を行う。 

 

３ 調査方法及び報告 

  道の駅遠山郷整備計画の実施設計検討における進捗状況を把握しながら、委員間の討議、

協議を進める。 

 

４ 期間 

令和５年９月 26日から調査終了まで 

 

 

 

補足資料 


